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平成２９年度都区財政調整算定結果について（要旨） 

 

 平成２９年度都区財政調整について、各特別区に対する交付額が決定しましたので、  

下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 平成２９年度都区財政調整区別算定結果の特徴 

 

《普通交付金の額》 

・特別区に交付する普通交付金の額は８，９４１億８０百万円で、前年度と比べて、 

１１５億６２百万円、１．３％の減となり、昨年度に引き続き減額となった。 

・今年度は、交付区２１区・不交付区２区となった。 

 

○ 普通交付金の交付額は、基準財政収入額よりも基準財政需要額が大きく減じたこと

により、昨年度に引き続き減少した。 

 

○ 区別の普通交付金の交付額は、前年度に比べて、７区が増額となる一方、１４区で

減額となった（不交付の港区及び渋谷区を除く。）。 

 

○ 普通交付金の交付額が大きい特別区は、足立区、江戸川区、練馬区、葛飾区、大田区

の順で、前年度と同様である。 

 

 ○ 港区及び渋谷区は、基準財政収入額が基準財政需要額を上回り、財源不足額が生じ

ないため、不交付となった。港区は平成１５年度から１５年連続で、渋谷区は平成２

２年度以来７年ぶりに不交付となった。 

 

《基準財政収入額》 

・基準財政収入額は、１兆１，２３１億８８百万円となり、前年度と比べて、１９７億

４０百万円、１.７％の減となった。 

 

○ 基準財政収入額は、人口増に伴う納税義務者数の増及び雇用・所得環境の改善によ

り特別区民税は増となったが、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付

金が昨今の金融経済情勢の影響を受けて減となるなど、全体として減額となった。 

 

○ 区別の基準財政収入額は、特別区民税の増などにより平成２６年度から昨年度まで

は全区で前年度比増であったが、今年度は利子割交付金等の減などにより１９区が減

額に転じ、増額は４区にとどまった。 

 



 

 

《基準財政需要額》 

・基準財政需要額は１兆９，９７７億円で、前年度と比べて、３５４億９８百万円、 

１．７％の減となった。 

 

○ 特別区の実態等を踏まえ、１５項目の新規算定、２９項目の算定改善等のほか、 

その他として１項目の見直しを行った。 
 
  【主な項目】 

○ 新規算定として、待機児童解消緊急対策対応経費について３１億９百万円を臨時的

に算定した。 

 

○ 公設民営保育所の管理運営委託経費について５３億１５百万円を増額したことな

ど、算定改善等を図った。 

 

○ その他の見直しとして、投資的経費に係る建築工事単価の上昇分について１８６億

５２百万円を臨時的に算定した。 

 

２ 各区に交付する普通交付金の額（２１交付区分） 

 

  基準財政収入額【２３区】（Ａ）１，１２３，１８８百万円（前年度比１．７％減） 

   基準財政需要額【２３区】（Ｂ）１，９９７，７００百万円（前年度比１．７％減） 
 
  差  引（Ｂ）－（Ａ）      ８７４，５１２百万円 
 
         うち財源不足額   ８９４，１８０百万円 

                  【交付区２１区  基準財政収入額＜基準財政需要額】 
 
         うち財源超過額     １９，６６８百万円 

          【不交付区２区  基準財政収入額＞基準財政需要額】 
 
  普通交付金(＝財源不足額)     ８９４，１８０百万円（前年度比１.３％減） 
 
（参 考） 

  都区財政調整とは、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、 

 都が課する市町村税の一部を調整税とし、その一定割合を特別区財政調整交付金として、

特別区に対して交付する制度である。 

  〈 調 整 税 〉  固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税 
 
 〈 配 分 率 〉 調整税の５５％ 
 
〈 交付金の種類 〉  普通交付金と特別交付金の２種類があり、交付金総額に占める 

          割合は、普通交付金：特別交付金＝９５：５ 

          ※普通交付金は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別

区に対して、超える額を交付する。 

※特別交付金は、災害等の臨時的需要に対して交付する。 

 

            
【問い合わせ先】  総務局行政部区政課 

【電 話】  直通５３８８－２４２２ 


